
令和５年度 河津元気プレミアム商品券発行事業 概要 
−河津町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業− 

１．事業概要 
  新型コロナウイルス感染症・物価高騰の影響を受けている町内事業者の活性化を図るため、河津

町より補助を受け、河津町内のみで利用可能な５０％プレミアムを付加した期間限定商品券を河津
町⺠に発⾏・販売する事業を実施します。 

２．商品券の発⾏概要 
（１）商品券名   河津元気プレミアム商品券 
（２）発⾏総額   ６０，０００，０００円 （出回り金額：90,000,000 円） 
（３）発⾏内容   １冊 ５００円券×３０枚綴＝１５，０００円分を１０，０００円で販売 
            （共通券２０枚＋専用券１０枚） 
     ・「共通券」… 登録頂いた全商工会員事業所で利用可能 
             非会員で申込みのあった町内店舗事業所 
     ・「専用券」… 河津サービス店会協同組合加盟店 
             河津町飲食店組合加盟店 
             河津温泉旅館組合加盟店 
（４）発⾏冊数   ６，０００冊  ５０％プレミアム 
（５）購入対象者  河津町内在住世帯（世帯主名）  ※在勤者は対象となりません。 
（６）購入限度額  １世帯 ４０，０００円まで（４冊） １万円単位  
（７）使用期間   令和５年６月１５日（木）〜令和５年１２月１４日（木）まで ６ヶ月間 

３．商品券の販売 
（１）販売方法  事前予約販売方式 
   ◆町内回覧板  ５月１７日（水）〜  告知ＰＲ 
   ◆チラシ折込  ５月３１日（水）   町内新聞折込 
   ◆予約受付   ６月 ２日（金）〜６月５日（月） ４日間 
            塩田屋本家・たけうち洋品店（湯ヶ野）、谷水屋商店（田中）、 
            港月堂（峰）、カミヤ洋品店・河津町商工会（浜） ６ヶ所で受付 
            ※電話予約不可、１世帯分のみ預かり可、複数店舗での予約不可 
            ※発⾏総額に達した時点で締め切ります。 
            ※期間内に発⾏総額の販売に達しない場合 

６月 ６日（火）〜 商工会のみで受付 
               ６月１６日（金）最終販売日（終了） 
           河津元気プレミアム商品券予約申込書に記入し、予約店舗にて申し込みます。 
            ※予約申込書はチラシに掲載 
            ※予備を予約受付店舗にて配布、ホームページよりダウンロード 

◆注 意 点   購入にあたっては、世帯主又は家族の方となります。諸事情により、別世帯           
主の購入を依頼された場合、１世帯分（１枚）１回のみ預かり可能です。 

        予約店舗を複数に分けての予約申込はできません。 



   ◆商品券購入  場所：河津町商工会  予約引換券を持参にて購入 
           ６月１２日（月）〜６月１５日（木）４日間 

◆販売ＰＲ   その他、農協テレビ、商工会や町のホームページ等に掲載してのＰＲ 
 
４．利用上の注意事項 
（１）ビール券・図書券・商品券など換金性の高い商品、広域的に流通しうる他市町で使用できる 

電子マネー等へのチャージ、税金や公共料金の支払いは不可です。 
（２）「たばこ等」法令の規定により定価以下での販売が認められていないものも不可です。 
（３）取扱店自らの事業上の取引（商品などの仕入等）には使用不可となります。 
（４）商品券の利用対象外商品については、店頭に明記してください。 
（５）つり銭には対応しません。 
（６）商品券取扱事業者が、自ら商品券を購入し、自店舗で故意に不正換金することは詐欺罪に 

あたる場合があります。ご注意ください！ 
   当会は、管理システムを利用し、換金商品券については、購入番号を照合確認するなどの 
   注意喚起を⾏っています。 
（７）商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗内の責に帰すると認められる 

場合は自らで解決します。 
（８）現金との引換えは禁止です。 
 
５．商品券の換金について 
（１）換金方法 
   ・換金日に、商工会窓口に商品券を持参し、その額面金額にて換金します。 
      （換金手数料はかかりません） 

・基本的には、小切手（静岡銀⾏・三島信金のいずれかを選択）での精算とします。 
 金融機関によっては、他⾏小切手の入金時、取立手数料が発生する場合があります。 

   ・事業所の都合で振込を希望される場合は、月末締翌５日の振込となります。（月１回） 
     ※２万円以下の少額の場合は、極力振込精算をご遠慮ください。 
   ・やむを得ず、他事業所より預かり換金する場合は、小切手ではなく預かり事業所の口座に 
    振込としますのでご了承ください。振込先を確認ください。 
   ・利用済の回収商品券は、買物等などで再利用せず、必ず換金をしてください。 
（２）換金日 
   ・令和５年６月１９日（月）〜令和５年１２月２０日（水）、令和６年１月１０日（水） 
     期間内 毎月１０日、２０日、３０日（土日祝の場合は翌営業日） 
（３）最終換金日 
   ・令和６年１月１０日（水） 
     最終換金日以降は、取扱（換金）が出来なくなりますのでご注意ください。 
 
６．取扱店ポスターの種類 
   ①「共通券用」ポスター 
   ②「専用券／共通券用」ポスター 


